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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年2月28日(2013.2.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　関連する態様によれば、無線通信ネットワークにおける接続確立の方法が提供される。
該方法は、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子がアク
セス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在するかどうかを判定す
ることを含んでいる。この方法は、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソ
シエーションアクセスポイントとの接続確立を要求することと、該接続確立の要求に応じ
て拒絶を受信することとをさらに含み得る。該拒絶は、グループ識別子は、該要求された
接続の確立に適さないことを示す制限コードを具備する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１０】
　別の態様は無線通信装置に関する。この無線通信装置は、制限付きアソシエーションア
クセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可能なアクセスポイントグループ
識別子の維持リスト中に存在することを確認し、前記維持リストにおける前記グループ識
別子の存在に少なくとも部分的に基づいて前記制限付きアソシエーションアクセスポイン
トとの接続確立を要求するように構成された少なくとも１つのプロセッサを含み得る。こ
のプロセッサは、前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の
要求に応じた制限コードを受信するようさらに構成される。また、この無線通信装置は、
前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリを具備する。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
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　さらに別の態様は、無線通信ネットワークにおける１つまたは複数のアクセスポイント
との接続確立を促進する無線通信装置に関する。この無線通信装置は、制限付きアソシエ
ーションアクセスポイントと関係するグループ識別子がアクセス可能なアクセスポイント
グループ識別子の維持リスト中に存在することを判定するための手段と、該判定に少なく
とも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求
するための手段とを具備し得る。この無線通信装置は、該接続確立要求に応じて、制限付
きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立は制限されることを示す制限コードを
受信するための手段をさらに含み得る。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　さらに別の態様は、少なくとも１つのコンピュータに、制限付きアソシエーションアク
セスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可能なアクセスポイントグループ識
別子の維持リスト中に存在することを判定させるためのコードを具備するコンピュータ可
読媒体を持ち得るコンピュータプログラム製品に関する。また、このコンピュータ可読媒
体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制
限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求させるためのコードを具備
し得る。また、このコンピュータ可読媒体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、該
要求された接続の確立に前記グループ識別子が適さないことを示す制限コードを含む、該
接続確立要求に対する拒絶を受信させるためのコードを具備し得る。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　さらに、付加的な態様は、装置に関する。この装置は、アクセス可能なアクセスポイン
トグループ識別子のリストを維持し、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係
するグループ識別子が、該リストの中に存在することを判定するアクセスリスト制御器と
、前記アクセスリスト制御器による判定に少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きア
ソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求する接続要求器とを含み得る。この
装置は、前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の要求に応
じた制限コードを受信する制限コード受信器をさらに含み得る。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２９】
　これに関連し、制限コードは、モバイルデバイス１１６および／または１２６との接続
をサポートするかどうか、あるいは、接続は不適当かどうかを示すために、基地局１０２
および（または）フェムトセル１２４のような利用可能なアクセスポイントによって利用
され得る。モバイルデバイス１１６および／または１２６は、１つまたは複数の制限コー
ドを受信すると、基地局１０２および／またはフェムトセル１２４のようなアクセスポイ
ントおよび／またはそれらに関連するグループ識別子を、アクセス可能なアクセスポイン
トのリストから削除し得る。したがって、続くセル再選択において、モバイルデバイス１
１６および／または１２６は、制限付きアクセスポイントまたは識別された関連グループ
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と関係するセルを無視することができ、このことは、アクセスポイントまたは同グループ
における他のアクセスポイントとの接続を試みるために必要とされるリソースと時間の節
約になる。説明されているように、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、（
例えばアクセスポイントが現時点で最大の接続能力を持つ場合）該リストからアクセスポ
イントまたはグループを取り除かないいくつかの制限コードを受信することができる。別
の例では、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、アクセスできないアクセス
ポイントまたはグループのリストを維持することができ、受信した制限コードに少なくと
も部分的に基づいて、該リストにアクセスポイントまたはグループ識別子を加え得る。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
　例えば、モバイルデバイス２０６Ｄは、フェムトセルアクセスポイント２０８Ｃに関連
付けられ得る。モバイルデバイス２０６Ｄがマクロセル２０２Ｃから２０２Ｄに移動して
アクセスポイント２０４Ｄおよび／または２０８Ｃに近づくと、該モバイルデバイス２０
６Ｄは、本明細書で説明するように、セル再選択処理を開始することができる。これは例
えば、望ましい接続を判定するために、（例えばアクセスポイント２０４Ｃ、２０４Ｄお
よび２０８Ｃに関する）周囲セルパラメータを測定することを含み得る。このパラメータ
には、例えば、信号品質、接続スループット、提供されるサービス、当該アクセスポイン
トと関係するサービスプロバイダ等が含まれ得る。説明されるように、またモバイルデバ
イス２０６Ｄは、該アクセスポイントの識別子を、アクセス可能なアクセスポイントのリ
スト中に存在するものとして確認することができる。該リストは、さらにまたはその代わ
りに、グループのアクセスポイントを識別することができ、該アクセスポイントのグルー
プ識別子を、リスト内のグループ識別子によって確認することができる。先の例において
、モバイルデバイス２０６Ｄは、アクセスポイント２０４Ｃ、２０４Ｄおよび２０８Ｃの
パラメータを測定することができ、ランクが高い場合にアクセスポイント２０４Ｃから他
のいずれかへのセル再選択を行なうべきかどうか判定するためにセルをランク付けること
ができる。前の例と同様に、（上述のパイロット識別子に少なくとも部分的により識別さ
れる通り）フェムトセルアクセスポイント２０８Ｃがモバイルデバイス２０６Ｄのホーム
フェムトセルに関係する場合、モバイルデバイス２０６Ｄは、（例えば、その値および／
またはヒステリシスを増加させ、他のアクセスポイントのパラメータ値を減少させるため
に追加パラメータオフセットを評価することによって）再選択のためにフェムトセルアク
セスポイント２０８Ｃを支持することができる。１つまたは複数の異種のアクセスポイン
ト２０４Ｄおよび／または２０８Ｃがアクセスポイント２０４Ｃより上位にランク付けさ
れる場合、モバイルデバイス２０６Ｄは、該異種のアクセスポイント２０４Ｄまたは２０
８Ｃと関係する１つまたは複数のセルを再選択することができる。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３３】
　ある例において、１つまたは複数の異種のアクセスポイント２０４Ｄおよび／または２
０８Ｃは、いくつかのモバイルデバイスがそれに接続することができず、および／または
アクセスポイント２０４Ｄおよび／または２０８Ｃが、シグナリング、データアクセス、
登録、サービス等の提供に関して特定のモバイルデバイスを制限し得る制限付きアソシエ
ーションを実装することができる。これは、例えば、モバイルデバイスのサービスプロバ
イダおよび制限付きアソシエーションアクセスポイントに少なくとも部分的に基づいても
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よい。別の例では、企業所有モバイルデバイスのみにアクセスを制限する企業アクセスポ
イントのように、制限付きアソシエーションアクセスポイントが特定のモバイルデバイス
にかかわってもよい。したがって、制限付きアソシエーションが原因でモバイルデバイス
２０６Ｄが１つまたは複数の異種のアクセスポイント２０４Ｄおよび／または２０８Ｃに
係るセルを再選択することができない場合、接続できるアクセスポイントを見つけるまで
１つまたは複数の他のランクのアクセスポイントとのセル再選択を試みてもよい。モバイ
ルデバイス２０６Ｄが制限付きアソシエーションによりアクセスポイント２０４Ｄおよび
／または２０８Ｃに接続することができない場合、制限の理由を示す制限コードを受信す
ることができる。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　更に、説明されるように、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉはアクセス可能なアク
セスポイントおよび／またはそのグループのリストを維持し得る。ある例において、（マ
クロセルのような）他の種別のアクセスポイントは実質的に任意のモバイルデバイスから
アクセス可能になり得ることから、該リストは（フェムトセルのような）特定種別のアク
セスポイントのみを含み得る。アクセス可能なアクセスポイントおよび／またはグループ
のリストは、例えば上述のような基礎をなす無線ネットワークから情報を取り出すことが
できる、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉと通信する１つまたは複数のアクセスポイ
ントによって当初は投入され得る。説明されているようにモバイルデバイス２０６Ａ－２
０６Ｉが無線システム２００のカバレージエリアの至るところを移動し、セルを再選択す
る際に、それは、まず、関連するリストに存在するセルであることを確認し得る。ある例
において、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉが、説明される測定に基づいて、１つま
たは複数のフェムトセルアクセスポイント２０８Ａ－２０８Ｃを最上位にランク付けされ
たセルであると判定する場合、それぞれのフェムトセルアクセスポイントがリストに載っ
ていることを確認し得る。該リストに存在しない場合、モバイルデバイス２０６Ａ－２０
６Ｉは、フェムトセルアクセスポイントへのアクセスを試みないことを決定し、最上位の
次にランク付けされたアクセスポイントとの接続を試み、かつ／または異なる周波数によ
り別のアクセスポイントを探すよう試みてもよい。説明されているように、ランキングは
、それぞれのアクセスポイントの範囲内にいる場合、またはそれに接続している場合に該
アクセスポイントを支持するためのオフセットおよび／またはヒステリシス値によって影
響され得る。上述したように、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、無線によって、
または確立している帰路接続によって制限コードを受信することができ、この場合、アク
セスポイントへの接続が拒否される。したがって、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉ
がアクセスポイントに接続することを試みる場合に制限コードを受信し、該アクセスポイ
ントまたは関連グループがリストにおいて識別されるならば、説明されているように、該
アクセスポイントまたは関連グループのアクセスポイントへの将来の接続の試みを防ぐた
めに、該コードに少なくとも部分的に基づいて該リストから該アクセスポイントおよび／
またはグループを削除し得る。アクセスできないセルおよび／またはグループのリストを
維持してもよく、この場合、モバイルデバイス２０６Ａ－２０６Ｉは、該リストに、制限
付きアソシエーションのセルを追加してもよいことが理解されるべきである。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４５】
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　しかしながら、アクセスリスト制御器４１４によって維持されるリストに制限付きアソ
シエーションアクセスポイント４０６または関連グループ識別子が載っている場合、接続
要求器４１０は、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６との接続確立を要求
し得る。接続要求受信器４１８は、この接続確立の要求を受信し、該要求を許可するかど
うか判定し得る。制限評価器４２０は、無線デバイス４０２との通信に関して制限が存在
するかどうかを判定し得る。制限は、無線デバイス４０２のアクセスプロバイダ、無線デ
バイス４０２によりサポートされる１つまたは複数のプロトコル、媒体アクセス制御（Ｍ
ＡＣ）アドレスまたは他の無線デバイス４０２識別子、および／または無線デバイス４０
２に関する実質的に任意の通信パラメータに少なくとも部分的に基づいて判定し得る。ま
た、制限を制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６による明示的な明細事項に
少なくとも部分的に基づいて判定し得る。例えば、アクセスポイント４０６のオペレータ
ーは、制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６からアクセスを受ける、または
制限付きアソシエーションアクセスポイント４０６へのアクセスが拒否される１つまたは
複数のモバイルデバイスを識別し得る。制限が存在しない場合、接続要求応答器４２２は
付加的なパラメータ（例えば十分なリソースなど）に基づいて接続確立器４１６に接続確
立の成功を示し、接続確立を完了し得る。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
　６０６では、該リストにおける該識別子の存在に少なくとも部分的に基づいてアクセス
ポイントに接続が要求され得る。あるいは、説明されているように、禁制のアクセスポイ
ントおよび／またはグループのリストが維持され得る。この場合、該リストにおける識別
子の不存在に基づいてアクセスを要求することができることが理解されるべきである。ま
た、アクセスポイントには個別識別子とグループ識別子とがありえる。一方または他方あ
るいは両方の識別子がリストに存在し得ること、また、いずれの識別子もリストに存在し
ない場合があり得ることが理解されるべきである。６０８では、該接続の要求に応じて該
アクセスポイントから制限コードが受信され得る。例えば、アクセスポイントは拒絶の理
由を示す制限コードを指定して接続要求を拒否し得る。例えば、制限コード値に少なくと
も部分的に基づいて続く動作を取り得る。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　図７を参照すると、無線通信ネットワークにおいて１つまたは複数のアクセスポイント
との接続確立を試みる方法７００が示される。７０２では、アクセスポイントおよび／ま
たは関連するアクセスポイントグループが識別される。これは、例えば、受信あるいは判
定された識別子に少なくとも部分的に基づき得る。７０４では、アクセスポイントとの接
続確立が要求され得る。これは、本明細書で説明されるセル再選択処理の一部として行わ
れ得る。７０６では、該接続確立要求に対する拒絶が受信され得る。該拒絶は、上述した
ように、制限コードを具備し得る。７０８では、アクセスポイントまたはグループと関係
する識別子を、アクセス可能なアクセスポイントおよび／またはグループの維持リストか
ら削除し得る。例えば、接続確立は、まずリストにおける識別子の存在に基づいて要求さ
れたものであり得る。したがって、リストから識別子を削除することにより、同一グルー
プ識別子を持つアクセスポイントまたは他のアクセスポイントとのさらなる接続確立要求
を防ぐことができる。



(6) JP 2011-504055 A5 2013.4.18

【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
　本明細書で説明された１つまたは複数の態様に従って、説明されるように、パラメータ
の測定、該パラメータ（および／または付加的なパラメータ）に従ってセルをランク付け
ること、（再選択をいつ行なうべきか等の）実際の再選択の態様のような、セル再選択の
多くの態様に関して推論を行うことができることを理解されたい。本明細書で使用するよ
うに、「推論する」または「推論」という用語は普通、イベントおよび／またはデータを
介して捕捉された一式の観察からシステム、環境および／またはユーザの状態を推測また
は推論するプロセスのことを言う。推論は、例えば、特定の内容または動作を識別するた
めに利用することができる、または状態にわたる確率分布を生成することができる。推論
は確率的なもの、すなわち、データおよびイベントの検討に基づく当該状態にわたる確率
分布の演算であってもよい。推論はまた、一式のイベントおよび／またはデータからより
高レベルのイベントを構成するために利用される技法のことであると言うこともできる。
このような推論は、イベントが一時的近接で相関しているかどうか、ならびにイベントお
よびデータが１つまたはいくつかのイベントおよびデータソースから来ているかどうかに
関わらず、一式の観察されたイベントおよび／または記憶されたイベントデータからの新
規イベントまたは動作の構築につながる。ある例において、測定中にセルのパラメータを
判定する際に、１つまたは複数のモバイルデバイスからさらなる情報を受信することに少
なくとも部分的に基づいて、推論が付加的になされ得る。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５８】
該コードに少なくとも部分的に基づいて、アクセスリスト制御器８１０は、そのリストか
ら、アクセスポイントおよび／または関連グループ識別子を削除し得る。これは、識別子
がリストに不存在である限り、モバイルデバイス８００がアクセスポイントあるいは同一
グループにおけるそれらとの通信確立を要求することを防ぐことができる。リストからの
削除は、該制限コードに少なくとも部分的に基づき得る。例えば、アクセスポイントとの
接続確立のための認証の一時的な欠如を示す制限コードの場合があり得る。さらにまた、
モバイルデバイス８００は、信号を変調し、例えば基地局や別のモバイルデバイスに送信
する変調器８１４および送信機８１６を具備する。更に、プロセッサ８０６とは別個のも
のとして示されているが、アクセスリスト制御器８１０、制限コード受信器８１２、復調
器８０４、および／または変調器８１４をプロセッサ８０６または複数のプロセッサ（不
図示）の一部のものとしてもよいことが理解されるべきである。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７５】
　図１１を参照すると、１つまたは複数の制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続を試みる際に制限コードを受信するシステム１１００が示される。システム１１０
０は、例えば、基地局、フェムトセル、モバイルデバイスなどの内部に存在することがで
きる。図示のように、システム１１００は、プロセッサ、ソフトウェアまたはそれらの組
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み合わせ（例えばファームウェア）によって実装される機能を表わし得る機能ブロックを
含んでいる。システム１１００は、連動する電気部品の論理グルーピング１１０２を含ん
でいる。論理グルーピング１１０２は、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関
係するグループ識別子がアクセス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中
に存在することを判定するための手段１１０４を含むことができる。説明されているよう
に、アクセス可能なアクセスポイントおよび／またはグループのリストは、通信を確立す
る際のリソース節約のために維持され得る。アクセスポイントおよび／または関連グルー
プがリスト中にない場合、アクセスポイントまたはその関連グループは不適であることか
ら、接続確立要求を回避することができる。さらに、論理グルーピング１１０２は、該判
定１１０６に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイント
との接続確立を要求するための手段１１０６を含み得る。したがって、識別子またはグル
ープ識別子がリストに載っている場合、アクセスポイントからの接続確立が要求され得る
。さらに、論理グルーピング１１０２は、該接続確立要求に応じて、制限付きアソシエー
ションアクセスポイントとの接続確立は制限されることを示す制限コードを受信するため
の手段１１０８を含むことができる。したがって、ある例において、制限コードに基づき
、続く接続確立要求は説明されているように、既定となり得る。さらに、システム１１０
０は、電気部品１１０４、１１０６および１１０８に関連付けられた機能を実行するため
の命令を保存するメモリ１１１０を含むことができる。メモリ１１１０の外側にあるもの
として示したが、一つまたは複数の電気部品１１０４、１１０６および１１０８がメモリ
１１１０内に存在してもよいことを了解されたい。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７９】
　１つまたは複数の態様において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェアあるいはそれらの任意の組み合わせで実装してもよい。ソフトウェアの形で
実施される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体上に記憶され送信されることが可能である。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記
憶媒体およびある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするあら
ゆる媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータがアクセスできる任意
の利用可能な媒体とすることができる。限定としてではなく、例として、上記コンピュー
タ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスク記
憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または所望のプログラムコー
ドを命令またはデータ構造の形式で運ぶためまたは記憶するために使用されることが可能
であり、かつコンピュータがアクセスできる任意の他の媒体を含んでもよい。また、任意
の接続がコンピュータ可読媒体であってもよい。例えば、ソフトウェアが同軸ケーブル、
光ファイバケーブル、より対線、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、お
よびマイクロ波などの無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔
ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、ま
たは赤外線、無線、およびマイクロ波などの無線技術は媒体の定義に含まれる。本明細書
で使用される場合、ディスクおよびディスク（Ｄｉｓｋ　ａｎｄ　ｄｉｓｃ）は、コンパ
クトディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光ディスク、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ
）、フロッピーディスク（フロッピーは登録商標）およびブルーレイディスクを含み、ｄ
ｉｓｋは通常、磁気によってデータを複製し、一方、ｄｉｓｃは通常、レーザを用いて光
学的にデータを複製する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべき
である。
　以下に、本出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
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　無線通信ネットワークにおける接続確立の方法であって、
　制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可
能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在することを判定することと、
　該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続確立を要求することと、
　該要求された接続の確立に前記グループ識別子が適さないことを示す制限コードを含む
、該接続確立要求に対する拒絶を受信することとを具備する方法。
［２］
　前記拒絶に少なくとも部分的に基づいて、前記アクセス可能なアクセスポイントグルー
プ識別子の維持リストから、前記グループ識別子を削除することさらに具備する［１］の
方法。
［３］
　前記リストからグループ識別子を削除することは、さらに、制限コードに少なくとも部
分的に基づく［２］の方法。
［４］
　前記接続確立の要求は無線により行われ、前記拒絶は前記制限付きアソシエーションア
クセスポイントから無線により受信される［１］の方法。
［５］
　前記接続確立の要求は前記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの帰路接続に
より行われ、前記拒絶は前記帰路接続により受信される［１］の方法。
［６］
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加することをさらに具備し、接続確立の
要求が該セル再選択中に行われる［１］の方法。
［７］
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子はテキスト
ベースである［１］の方法。
［８］
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナリング、データアクセス、
登録、および／またはサービスの提供が前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて制
限される［１］の方法。
［９］
　前記接続確立を要求することは、前記要求に認証情報を含めることを具備する［１］の
方法。
［１０］
　制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可
能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在することを確認し、
　前記維持リストにおける前記グループ識別子の存在に少なくとも部分的に基づいて、前
記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求し、
　前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の要求に応じた制
限コードを受信するように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、を具備する無線通信装置。［
１１］
　無線通信において１つまたは複数のアクセスポイントとの接続確立を促進する無線通信
装置であって、
　制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、アクセス可
能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中に存在することを判定するための手
段と、
　該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続確立を要求するための手段と、
　該接続確立要求に応じて、制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立は



(9) JP 2011-504055 A5 2013.4.18

制限されることを示す制限コードを受信するための手段と、を具備する装置。
［１２］
　少なくとも１つのコンピュータに、制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係
するグループ識別子が、アクセス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リスト中
に存在することを判定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付
きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該要求された接続の確立に前記グループ識別子
が適さないことを示す制限コードを含む、該接続確立要求に対する拒絶を受信させるため
のコードと、を具備するコンピュータ可読媒体を具備するコンピュータプログラム製品。
［１３］
　アクセス可能なアクセスポイントグループ識別子のリストを維持し、制限付きアソシエ
ーションアクセスポイントと関係するグループ識別子が、該リストの中に存在することを
判定するアクセスリスト制御器と、
　前記アクセスリスト制御器による判定に少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きア
ソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求する接続要求器と、
　前記グループ識別子が接続確立に適さないことを示す、前記接続確立の要求に応じた制
限コードを受信する制限コード受信器と、を具備する装置。
［１４］
　前記アクセスリスト制御器は、前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記ア
クセス可能なアクセスポイントグループ識別子の維持リストから、前記グループ識別子を
削除する［１３］の装置。
［１５］
　前記接続要求器は無線により接続確立を要求し、前記制限コード受信器は、前記制限付
きアソシエーションアクセスポイントから無線により前記制限コードを受信する［１３］
の装置。
［１６］
　前記接続要求器は前記接続確立の要求を前記制限付きアソシエーションアクセスポイン
トとの帰路接続により行い、前記制限コード受信器は前記拒絶を前記帰路接続により受信
する［１３］の装置。
［１７］
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加するセル再選択器をさらに具備し、前
記接続要求器は、前記接続確立を該セル再選択中に要求する［１３］の装置。
［１８］
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントと関係するグループ識別子はテキスト
ベースである［１３］の装置。
［１９］
　前記制限コード受信器は、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナ
リング、データアクセス、登録、および／または当該装置へのサービスの提供が前記制限
コードに少なくとも部分的に基づいて制限されることを判定する［１３］の装置。
［２０］
　前記接続要求器は、接続確立の要求に認証情報を含める［１３］の装置。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおける接続確立の方法であって、
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　制限付きアソシエーションアクセスポイントが、移動局により維持されるアクセス可能
なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在することを該移動局で判定することと、
　該判定に少なくとも部分的に基づいて、前記移動局により、制限付きアソシエーション
アクセスポイントとの接続確立を要求することと、
　該要求された接続の確立に前記制限付きアソシエーションアクセスポイントが適さない
ことを示す制限コードを含む、該接続確立要求に対する拒絶を前記移動局で受信すること
と、
　前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへの今後の接続の試みを防ぐことと、を具備する方法。
【請求項２】
　前記拒絶に少なくとも部分的に基づいて、前記アクセス可能なフェムトアクセスポイン
トの維持リストから、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントを削除することさ
らに具備する請求項１の方法。
【請求項３】
　前記リストから前記制限付きアソシエーションアクセスポイントを削除することは、さ
らに、制限コードに少なくとも部分的に基づく請求項２の方法。
【請求項４】
　前記接続確立の要求は無線により行われ、前記拒絶は前記制限付きアソシエーションア
クセスポイントから無線により受信される請求項１の方法。
【請求項５】
　前記接続確立の要求は前記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの帰路接続に
より行われ、前記拒絶は前記帰路接続により受信される請求項１の方法。
【請求項６】
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加することをさらに具備し、接続確立の
要求が該セル再選択中に行われる請求項１の方法。
【請求項７】
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナリング、データアクセス、
登録、および／またはサービスの提供が前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて制
限される請求項１の方法。
【請求項８】
　前記接続確立を要求することは、前記要求に認証情報を含めることを具備する請求項１
の方法。
【請求項９】
　制限付きアソシエーションアクセスポイントが、当該無線通信装置により維持されるア
クセス可能なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在することを確認し、
　前記維持リストにおける前記制限付きアソシエーションアクセスポイントの存在に少な
くとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立
を要求し、
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントが接続確立に適さないことを示す、前
記接続確立の要求に応じた制限コードを受信し、
　前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへの今後の接続の試みを防ぐように構成された少なくとも１つのプロセッサと
、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、を具備する無線通信装置。
【請求項１０】
　無線通信において１つまたは複数のアクセスポイントとの接続確立を促進する無線通信
装置であって、
　制限付きアソシエーションアクセスポイントが、前記無線通信装置により維持されるア
クセス可能なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在することを判定するための手段
と、
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　該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付きアソシエーションアクセスポイントと
の接続確立を要求するための手段と、
　該接続確立要求に応じて、制限付きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立は
制限されることを示す制限コードを受信するための手段と、
　前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへの今後の接続の試みを防ぐための手段と、
を具備する装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つのコンピュータに、制限付きアソシエーションアクセスポイントが、移
動局により維持されるアクセス可能なフェムトアクセスポイントのリスト中に存在するこ
とを判定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該判定に少なくとも部分的に基づいて、制限付
きアソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、該要求された接続の確立に前記制限付きアソシ
エーションアクセスポイントが適さないことを示す制限コードを含む、該接続確立要求に
対する拒絶を受信させるためのコードと、
　前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きアソシエーションアクセ
スポイントへの今後の接続の試みを防ぐための手段と、
を具備するコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　アクセス可能なフェムトアクセスポイントのリストを維持し、制限付きアソシエーショ
ンアクセスポイントが、該リストの中に存在することを判定するアクセスリスト制御器と
、
　前記アクセスリスト制御器による判定に少なくとも部分的に基づいて、前記制限付きア
ソシエーションアクセスポイントとの接続確立を要求する接続要求器と、
　前記制限付きアソシエーションアクセスポイントが接続確立に適さないことを示す、前
記接続確立の要求に応じた制限コードを受信する制限コード受信器と、を具備し、
　前記アクセスリスト制御器は、前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記制
限付きアソシエーションアクセスポイントへの今後の接続の試みを防ぐ無線通信装置。
【請求項１３】
　前記アクセスリスト制御器は、前記制限コードに少なくとも部分的に基づいて、前記ア
クセス可能なフェムトアクセスポイントの維持リストから、前記制限付きアソシエーショ
ンアクセスポイントを削除する請求項１２の装置。
【請求項１４】
　前記接続要求器は無線により接続確立を要求し、前記制限コード受信器は、前記制限付
きアソシエーションアクセスポイントから無線により前記制限コードを受信する請求項１
２の装置。
【請求項１５】
　前記接続要求器は前記接続確立の要求を前記制限付きアソシエーションアクセスポイン
トとの帰路接続により行い、前記制限コード受信器は前記拒絶を前記帰路接続により受信
する請求項１２の装置。
【請求項１６】
　異なるアクセスポイントからのセル再選択に参加するセル再選択器をさらに具備し、前
記接続要求器は、前記接続確立を該セル再選択中に要求する請求項１２の装置。
【請求項１７】
　前記制限コード受信器は、前記制限付きアソシエーションアクセスポイントは、シグナ
リング、データアクセス、登録、および／または当該装置へのサービスの提供が前記制限
コードに少なくとも部分的に基づいて制限されることを判定する請求項１２の装置。
【請求項１８】
　前記接続要求器は、接続確立の要求に認証情報を含める請求項１２の装置。
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